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う め だ よ り 

テーマ：処方箋について 

 

明けましておめでとうございます。本年も一年よろしくお願いします。 

今回は処方箋のことについてお伝えしたいと思います。 

 

★処方箋に『使用期間(有効期限)』があるのは知っていますか？★ 

使用期間(有効期限)を過ぎると処方箋が無効(使えなくなる)になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「交付日を含めて４日以内」というルールは土日・祝日もカウントされるので要注意！ 

 

 

 

 

お薬の受け取りは早めがおすすめです！！ 

治療の効果を最大限に引き出すためにも、早めにおくすりを取りに行き、飲みは

じめましょう。 

長期服用中のおくすりの受け取りで、薬局が閉店している場合もありますよね。

薬局によっては、営業時間外でも処方箋を出せる「処方箋受付ポスト」や、処

方箋の画像を事前にスマホで送信する「処方箋送信サービス」がある薬局も増

えてきました。 スマホ送信した際は使用期間(有効期限)内に処方箋原本を

持参する必要があるので注意しましょう。 

★電子処方箋・・・？★ 

 

これまでに紙で発行していた処方箋を電子化したものです。 

電子処方箋を選択した際の流れは以下の通りです。 

●事前に薬局へ引換番号を伝える。(受け取り時間の短縮につながります) 

           ↓ 

●薬局でマイナンバーカードを提示、引換番号を伝える。 

           ↓ 

●薬を受け取る。 

 

 

 

※電子処方箋の有効期限も

交付から４日以内です。 

 

 

 

 

※電子処方箋対応の薬局のみでの取り扱いとなります。 

左記のスマホで送信する処方箋機能とは異なりますのでご注意ください！ 

 

 

  お知らせ   

１歳になった方、来年度小学校へ入学予定の方、麻疹風疹(MR)ワクチンと 

おたふくかぜワクチンは接種しましたか？MRの予診票の期限は３月３１日まで

です。お手元の予診票をご確認ください。 

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。 

                               うめはらこどもクリニック 

特に記載ある場合を除き 

交付の日を含めて４日以内 

に保険薬局に提出すること 

 

この用紙を受付からお渡しします 


